
〇「加西市生活道路整備補助金」交付手続きの流れ

市（建設部土木課）申請者（自治会）

①「要望書」の提出

※ 要望書の様式は任意で構いません
・申請を行うにあたり、事前に土木課

に「要望書」を提出して下さい

・事業の対象となるか確認します。

②「補助金交付申請書」の提出

（様式第1号）

書類の審査

※ 工法や事業費の妥当性等を審査

します

③ 「工事発注」
「補助金交付決定通知書」の交付

（様式第2号）

④ 「事業計画変更届出書」の提出

（様式第3号）
事業計画（変更）の審査

「工事完成」

⑤ 「実績報告書」の提出

（様式第4号）

書類の審査、現場確認

※ 事業費の妥当性や出来形の確認

を行います

「補助金交付確定通知書」の交付

（様式第5号）
⑥ 「補助金請求書」の提出

（様式第6号）

補助金の振り込み

事業完了

事業計画に変更がある場合


